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1 災害等廃棄物処理の事務委託関係参考様式 

 

第     号  

年  月  日  

 

 

山形県知事  様 

 

 

庄内町長         印  

 

 

 

 

災害等廃棄物処理の事務委託について（協議） （案） 

 

 

このことについて、別紙のとおり規約を定め、災害等廃棄物処理の事務を委託した

いので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 14第 1項により協議します。 
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2 災害等廃棄物処理の事務委託関係参考様式別紙（案） 

 

庄内町と山形県との間の災害等廃棄物処理の事務の委託に関する規約（案） 

 

 

（災害廃棄物等処理の事務の委託） 

第 1条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 14第 1項の規定により、種

内町は、その事務として行う廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第

137 号）第 22 条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理 

（以下、 「災害等廃棄物処理の事務」という。）を山形県に委託する。 

 

（委託事務の範囲） 

第 2条  前条の規定により山形県に委託する災害等廃棄物処理の事務（以下、「委託事

務」という。） の範囲は、【●●災害】により特に必要となった廃棄物の適正な分別、

保管、収集、運搬、再生、処分等の処理とする。 

 

（委託事務の管理及び執行の方法等） 

第 3 条  委託事務の管理及び執行については、山形県の条例、規則その他の規程（以

下、「条例等」という。）の定めるところによる。 

2  委託事務の管理及び執行によって生じる収益は、 山形県の収入とする。 

 

（委託事務に要する経費の負担等） 

第 4条  委託事務に要する経費は、庄内町が負担する。 

2  前項の経費の算定方法並びに交付方法及びその時期は、庄内町と山形県とが協議し

て定める。この場合において、山形県知事は、あらかじめ当該経費の見積りに関する

書類を庄内町長に送付するものとする。 

 

（補足） 

第 5 条  山形県知事は、委託事務の管理及び執行に関する条例等を制定し、改正し、

又は廃止したときは、直ちに庄内町長に通知するものとする。 

2  この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、庄内町と山形県とが

協議して定める。 

 

附則 

この規約は、●年●月●日から施行する。 
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3 県内一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設処理能力（山形県災害廃棄物処理施

設資料編抜粋） 
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4 仮置場の分別配置の例 
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5 一次仮置場の立て看板表示 (例) 
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6 り災ごみ処分方法のお願い文書 【自治会長宛】 (例) 

 

事   務   連   絡  

 年   月    日  

 

 

自治会長各位 

  

 

庄内町長  

 

 

●月●日発生の●●災害により発生したり災ごみの処分方法について (お願い) 

 

 

日ごろより、 町政各般にわたり御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般の●●災害につきましては、町内全域で甚大な被害が発生しており、貴地区にお

かれましても大変困難な状況に直面していらっしゃることとお察し申し上げます。 

さて、今般の災害で発生しました廃棄物（や流入土砂）の処分について、町では下記

のとおり対応させていただくこととなりました。 

つきましては、り災ごみの仮置場所や処分方法等に関し地区の皆様に御周知していた

だきますよう御協力をお願い申し上げます。 

なお、 御不明な点がございましたら、 下記担当までお問い合せください。 

 

 

記 

 

 

1 り災ごみの処分方法について 

水害で発生したごみの処分方法については、次の方法でご協力をお願いします。 

 

1) 町で設置した 「一次仮置場」 に自己搬入する場合 

一次仮置場の場所     ●●●●●及び◆◆◆◆◆_(別紙案内図のとおり) 

受 入 れ 時 間     いずれも９時～１７時までの受入れとなります 

【1】搬入できるごみ 

①可燃ごみ  ②不燃ごみ  ③粗大ごみ  ④畳  ⑤土砂  ⑥流木  に分別 

して運搬搬入してください。 ※今回の水害による被災ごみに限ります。 

【2】運搬搬入方法 

個人・業者・災害ボランティア車であるかの是非は問いません。 

 

 

2) 地区内に設置した 「一時仮置場」 に置く場合 

【1】一時仮置場について 

地区で設置した場合は、 環境防災課までその場所をお知らせください。 

【2】ごみの分別について 

可燃・不燃・粗大ごみに分けて、集積・仮置きください。 
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【3】回収方法について 

①町で委託した業者が、直接回収に伺います。 

②被災地域の面積が非常に広いため、回収完了まで日数を要する場合もありま

すのでご了承ください。 

③ごみの種類別に異なる車両で回収を行う場合もありますが、取り残しではあ

りませんので、ご了承ください。 

 

 

3)酒田地区広域行政組合ごみ処理施設に自己搬入する場合 (平日のみの受入れ) 

①事前に「り災証明書 (※)」 を取得してください。 

※役場●●●窓口で平日に限り受付中です。印鑑が必要です。 

②「り災証明書」を持参し、酒田地区広域行政組合ごみ処理施設窓ロで提示くだ

さい。無い場合は、処分料金は有料となりますのでご注意ください。 

③業者に依頼して搬入する場合、通常時の「事業系ごみ」の扱いとなり減免措置

(料金無料)が取れない場合がありますので、事前に搬入業者や車両について酒

田地区広域行政組合にお知らせください。 

（酒田地区広域行政組合連絡先 電話：31-2882） 

 

 

4)自力での運搬搬入が困難な場合 

高齢者世帯、 単身者など自力での運搬搬入が困難な方については、次の方法でも

回収を行います。 

【1】仮置き場所 

①自宅敷地内で、回収し易く見える場所に置いてください。 

②敷地内に置く場所が無い場合には、ごみ収集所脇等に置いてください。 

この場合、通行人や通行車両・消火栓等を妨げぬよう御配慮ください。 

【2】ごみの分別について 

可燃・不燃・粗大ごみに分けて、集積・仮置きください。 

【3】回収について 

①町で委託した業者が、回収に伺います。 

②被災地域の面積が非常に広いため、回収完了まで日数を要する場合もあります

のでご了承ください。 

③ごみの種類別に異なる車両で回収する場合もあります。取り残しではありませ

んのでご了承ください。 

  

問合せ 

環境防災課 環境係 

電話 43-0248 

F A X 42-0893 
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別  図 

  

一次仮置場【●●●●●】 

案  内  図 
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7 り災ごみ処分方法のお願い文書【回覧】（例） 

 

回覧 
 

役場からのお知らせ 

  

 

年  月  日 

 

 

●●災害により発生したり災ごみの処分方法について(お願い) 

 

今般の●●災害による家財等被災品（・土砂入り袋）の処分方法は、下記のとおりと

させていただきますので、あらかじめご了承ください。なお、御不明な点がございまし

たら、下記担当までお問い合せください。 

 

 

記 

 

 

1 町で設置した 「一次仮置場」 に自己搬入する場合 

【1】一次仮置場の場所と受入れ時間 

●●●●●●、◆◆◆◆◆  ※いずれも 9時～17時まで受入れ・・・場所詳細は、

別紙案内図をご覧ください。 

【2】搬入できるごみ 

①可燃ごみ  ②不燃ごみ  ③粗大ごみ  ④畳  ⑤土砂  ⑥流木  に分別して連搬

搬入してください。 

※今回の水害による被災ごみに限ります。 

  

【3】連搬搬入方法 

個人・業者・災害ボランティア車であるかの是非は問いません。 

 

2 地区内に設置した「一時仮置場」に置く場合 

【1】一時仮置場について 

地区で設置した場合は、環境防災課までその場所をお知らせください。 

【2】ごみの分別について 

可然・不燃・粗大ごみに分けて、集積・仮置きください。 

【3】回収方法について 

① 市で委託した業者が、直接回収に伺います。 

②被災地域の面積が非常に広いため、回収完了まで日数を要する場合もありますの

でご了承ください。 

③ごみの種類別に異なる車両で回収を行う場合もありますが、取り残しではありま

せんのでご了承ください。 

 

次頁へつづく 
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3 酒田地区広域行政組合ごみ処理施設に自己搬入する場合 (平日のみの受入れ) 

①事前に「り災証明書 (※)」 を取得してください。 

※役場●●●窓口で平日に限り受付中です。印鑑が必要です。 

②「り災証明書」を持参し、酒田地区広域行政組合ごみ処理施設窓口で提示くださ

い。無い場合は、処分料金は有料となりますのでご注意ください。 

③業者に依頼して搬入する場合、通常時の「事業系ごみ」の扱いとなり減免措置(料

金無料)が取れない場合がありますので、事前に搬入業者や車両についてお知ら

せください。 

 

4. 自力での運搬搬入が困難な場合 

高齢者世帶、単身者など自力での運搬搬入が困難な方については、 次の方法でも

回収を行います。 

【1】仮置き場所 

自宅敷地内で回収し易く見える場所に置いてください。場所が無い場合には、ご

み収集所脇等に置いてください。 

この場合、通行人や通行車両・消火栓等を妨げぬよう御配慮ください。 

【2】ごみの分別について 

可燃・不燃・粗大ごみに分けて、集積・仮置きください。 

【3】回収について 

町で委託した業者が、回収に伺います。 

  

問合せ 

環境防災課 環境係 

電話 43-0248 

F A X 42-0893 
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8 り災証明書交付申請書様式 

 

り災証明書交付申請書 
（し尿汲み取り、ごみ処理手数料減免用） 

 

  年  月  日 

 

庄 内 町 長  宛 

 

申請者 住  所 

氏  名             ㊞ 

電話番号    ―   ― 

 

 

  年  月  日の      によるり災について、下記のとおり証明書の交付を

願います。 

 

記 

 

り災場所 山形県東田川郡庄内町 

り災物件 住家 ・ 非住家 ・ その他（        ） 

被害の状況  

り災物件の 

所有者等 

住 所  区 
 

分 

□所有者 

 

□借家人 

 

□管理者 
氏 名  

添付書類 
□  写 真    □  位 置 図    □  図 面    □  そ の 他

（        ） 

備   考 証明書の使用目的：し尿汲み取り・ごみ処理手数料 減免のため 

 

※申請には被害状況のわかる写真の添付が必須となります。 

 

 ※証明書の受け取り時には運転免許証等の身分のわかるものをご持参下さい。 
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9 庄内町一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 

 

許 可 業 者 電話 所在地 事業系 
家電 

ﾘｻｲｸﾙ 

家庭系 

粗大 

浄化槽

汚泥 

タカダクリーン㈱ 42-2270 庄内町余目字上朝丸 35-1 ○   ○  

㈱エルデック 34-3355 酒田市松美町 3番 70号 ○ ○ ○ ○ 

㈲安藤運輸 42-2060 庄内町提興屋字中島 55 ○ ○    

斎藤千万太商店 43-4144 庄内町余目字下梵天塚 85   ○ ○  

本間正商店 42-2108 庄内町余目字沢田 76     ○  

㈲余目衛生事業所 42-0628 庄内町余目字下梵天塚 43-6 ○ ○ ○ ○ 

富樫運輸建設㈱ 42-0278 庄内町小出新田字大谷地 52-6 ○   ○  

㈱エコー 22-7333 酒田市両羽町 325-1 ○ ○ ○  

東北イートップ㈱ 0235-64-5785 鶴岡市藤浪 4-104-2 ○ ○ ○  

㈲大滝商店 0235-22-1889 鶴岡市白山村北 128-1 ○ ○    

庄交コーポレーション㈱ 0235-22-3033 鶴岡市錦町 2 番 60号 ○ ○ ○  

環清工業㈱ 92-3111 酒田市浜中八間山 135-1 ○ ○ ○  

㈱今野運輸 31-3488 酒田市京田 1-5-22 ○ ○    

㈱渡部砂利工業所 35-0281 酒田市宮海字中砂畑 27-4 ○      

ウィズ環境㈱ 0235-35-3569 鶴岡市西目字水上沢 129-5 ○ ○ ○  

㈱丸高 25-2011 酒田市下安町 41-1 ○      

㈱幸輪 75-3785 遊佐町菅理字十里塚 2-213 ○ ○ ○  

ミカワ精工㈱ 24-3871 酒田市東町 1-14-23 ○      

荘内運送㈱ 0235-29-2211 鶴岡市茅原字草見鶴 50 ○ ○ ○  

㈱渡会電気土木 0235-57-2454 鶴岡市下山添一里塚 36 ○      

㈱小松組 22-7411 酒田市こあら三丁目 6-1 ○      

クリーンサービス㈱ 22-5050 酒田市北新橋一丁目 12-13 ○   ○  

㈱管理システム 57-3225 酒田市京田二丁目 69番 8号 ○ ○ ○  

㈱環境管理センター 0235-24-1048 鶴岡市宝田三丁目 16番 20 号   ○ ○  
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10 仮設トイレ調達先一覧 

 

会社名 電 話 所在地 

㈱アクティオ酒田営業所 25-7551 酒田市卸町 1-2 

酒田レンタル㈱ 22-3399 酒田市こがね町二丁目 6-45 

仮設機材工業㈱ 23-1419 酒田市こがね町１丁目 22-12 

㈱東北レンタル庄内支社 31-2424 酒田市京田１丁目 2-7 

コマツ山形㈱鶴岡営業所 0235-24-7679 鶴岡市斎藤川原字間々下 5-2 
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11 思い出の品等への対応事例 

 
災害 自治体 概  要 

平成 

26年 8月 

豪雨 

広島県  中間処理施設内に｢思い出の品預かり所｣を設置し､閲覧･返却できるようにし

た。 

 被災地の区役所、公民館等に写真アルバムを公開した。広島市のホームペー

ジにリストを掲載した。定期的に臨時「思い出の品預かり所」を開設した。 

 アルバムは週に 1 回最新版に更新するなど、常に新しい情報を公開するよう

にした。 

 アルバム設置場所は、中間処理施設内のほか、市役所、区役所、公民館、集

会所等に設置し、計 7か所で公開した。 

 夏休み期間等を活用し、臨時の預かり所として、小学校や公民館、国際会議

場を利用した預かり所を開設した。 
出典：平成 26 年 8月豪雨に伴う広島市災害廃棄物処理の記録（平成 28年 3月） 
 

東日本 

大震災 

仙台市 ○貴重品・思い出の回収 

貴重品・思い出の品は、がれき等撤去現場に市職員最大 44人を配置し回収に

あたり、宅地内のがれき等撤去時には貴重品 1,120 点、思い出の品 9,780 点を

回収した。貴重品は警察署に届け、思い出の品は区役所に引き継いで、ボラン

ティアによる洗浄後、展示し所有者に引き渡す機会を設けた。 

○ボランティア活動による引渡し 

8,110 世帯もの家屋が津波により浸水被害を被った宮城野区と若林区では、

がれきの中からたくさんの写真やアルバムなど被災者の思い出の品が発見され

た。被災者の心情に配慮し、このような思い出の品はがれき撤去の現場ででき

るだけ取り出して作業が進められたことから、取り出された品を持ち主に引き

渡す活動が可能になった。この活動は宮城野区と若林区がそれぞれ主体となり、

区災害ボランティアセンターと協力して行われたものだが、7月 31日までの活

動期間で、宮城野区は延べ 564名、若林区は延べ約 810 名のボランティアが写

真の洗浄作業等に従事した。5月 12 日から７月 31 日までの展示・引き渡し期

間の来場者数は、宮城野区が 3,016 人、若林区が 7,789 人、持ち主に返却され

た思い出の品は、宮城野区が 4,457点、若林区が 14,022点にも上った。 
出典：東日本大震災 仙台市 震災記録誌～発災から 1 年間の活動記録～（平成 25 年 3
月） 
 

東日本 

大震災 

浪江町 津波被災地におけるがれき等の選別作業の際に発見した写真、アルバム、賞

状などの思い出の品を、一人でも多くの所有者やご家族のお手元に返却できる

ように、2017年 7月時点においても店舗に展示スペースを用意し、引渡しを継

続している。 
出典：浪江町 HP http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/3/7840.html 
 

東日本 

大震災 

気仙沼

市 

気仙沼復興協会において、2017年 3月まで常設展示を行っていた。また、常

設展示のほか公民館の会議室を利用した思い出の品閲覧返却会も開催してい

た。なお、これらの品の処分は行わす市役所において保管していく計画である 
出典：気仙沼復興協会-KRA- 公認 HP http://kra-fucco.com/ 

 

東日本 

大震災 

陸前 

高田市 

震災拾得物等返還促進事業（思い出の品）として返却活動を実施した。駐車

場内のコンテナ施設において常設展示を行った。当該施設において、写真約 7

万枚、物品 2千点が保管された。常設展示のほか、市内の返却会や東京、仙台、

岩手県内等での出張返却会も開催された。 
出典：陸前高田市 HP：震災拾得物等返還促進事業(思い出の品)について 

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/kikaku 
/omoidenosina/omoidenosina.html 

 

  



 

 

- 20 - 

 

12 所有者不明貴重品の届出参考様式 

 

※所有者が不明な貴重品は、本様式に『物件の種類及び特徴』・『拾得日時』・『拾得場所』

等を明記して、速やかに警察に届ける。 

 

No. 

 
物件の種類 

 
及び特徴 

拾得日時 拾得場所 備考 

現金の有無 

例：1 

カバン 

（財布、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ） 

  

現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和 2年 

 6月28日 

10時30分 

庄内町 

余目字町132-1あたり 

 

  

1  

現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

2 

  現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

3 

  現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

4 

  現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

5 

  現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

6 

  現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

7 

  現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

8 

 現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

  

9 

 現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

 

10 

 現金 有  

（1,000円以上 1,000円未満） 

    無 

令和  年 

  月  日 

  時  分 

庄内町 

 

 

 


